
省

令

第
十
九
条
第
二
項
の
表
中

「
大
気
関
係
第
一
種
公
害
防
止
管
理
者
資
格
認
定
講
習

大
気
関
係
第
三
種
公
害
防
止
管
理
者
資
格
認
定
講
習

水
質
関
係
第
一
種
公
害
防
止
管
理
者
資
格
認
定
講
習

水
質
関
係
第
三
種
公
害
防
止
管
理
者
資
格
認
定
講
習

公
害
防
止
主
任
管
理
者
資
格
認
定
講
習

九
千
五
百
円

」
を

平成˜™年š月š˜日 金曜日 (号外第�š号)官 報

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
外
務
省
令
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
キ
エ
フ
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
）」を
「
バ
ク
ー
（
ア

キ
エ
フ
（
ウ

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
）

ク
ラ
イ
ナ
）

」
に
、「
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
（
ユ
ー
ゴ
ー

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
）」を
「
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
（
ユ
ー

リ
ガ
（
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
）

ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
）」に
、「
プ
レ
ト
リ
ア
（
南

ア
フ
リ
カ
共
和
国
）」を
「
プ
レ
ト
リ
ア
（
南
ア
フ
リ
カ
共

マ
プ
ト
（
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
）

和
国
）」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

農
林
水
産
省
、
通

生

省
、

商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
十
二
条
第
一
号
イ
中
「
禁
治
産
者
若
し
く
は
準
禁
治

産
者
」
を
「
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
前
項
イ
」
を
「
前
号
イ
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
令
第
四
号

外
務
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
外
務
省
内
部
部
局
組
織
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日外

務
大
臣

河
野

洋
平

外
務
省
内
部
部
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

外
務
省
内
部
部
局
組
織
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
外
務
省

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
六
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
二
人
は
」
を
「
一
人
は
、
命
を
受
け
、
政

策
の
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
企

画
立
案
に
参
画
し
、
二
人
は
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
を
第
八
十
七
条
と
し
、
第
八
十
五
条
を
第

八
十
六
条
と
し
、
第
八
十
四
条
を
第
八
十
五
条
と
す
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
一
人
」
を
「
二
人
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
企
画
官
」
の
下
に
「
の
う
ち
一
人
」
を

加
え
、「
参
画
す
る
」
を
「
参
画
し
、
一
人
は
、命
を
受
け
、

国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査

及
び
企
画
立
案
に
参
画
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十

四
条
と
す
る
。

第
八
十
二
条
を
第
八
十
三
条
と
し
、
第
七
十
一
条
か
ら

第
八
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
七
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
一
条

と
す
る
。

（
世
界
貿
易
機
関
紛
争
処
理
室
）

第
七
十
一
条

経
済
局
国
際
機
関
第
一
課
に
、
世
界
貿
易

機
関
紛
争
処
理
室
を
置
く
。

２

世
界
貿
易
機
関
紛
争
処
理
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

令
第
七
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
ッ
シ
ュ
協
定
及

び
そ
の
附
属
書
の
下
で
の
協
議
及
び
紛
争
解
決
の
処

理
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報

の
収
集
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

３

世
界
貿
易
機
関
紛
争
処
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
六
十
九
条
を
第
七
十
条
と
し
、
第
三
十
条
か
ら
第
六

十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
九
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条

総
合
外
交
政
策
局
安
全
保
障
政
策
課
に
、
企

画
官
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
、
令
第
三
十
五
条
第
二
号
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
並
び
に
第

三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
企
画
立
案
に
参
画
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
令
第
五
号

外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）

第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
外
公
館
に
勤

務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日外

務
大
臣

河
野

洋
平

〇
大

蔵

省
、
厚

生

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省

令
第
二
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
五

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る

分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日大

蔵
大
臣

宮
澤

喜
一

厚
生
大
臣

丹
羽

雄
哉

農
林
水
産
大
臣

玉
沢
徳
一
郎

通
商
産
業
大
臣

深
谷

ø
司

〇
大

蔵

省
、
厚

生

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、

運

輸

省

令
第
三
号

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第

七
号
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日

大
蔵
大
臣

宮
澤

喜
一

厚
生
大
臣

丹
羽

雄
哉

農
林
水
産
大
臣

玉
沢
徳
一
郎

通
商
産
業
大
臣

深
谷

ø
司

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大

蔵

省
、
厚

生

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業

運

輸

省

省
、
省
、
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、
令
別
表
第
三
の
十
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防

止
管
理
者
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
特
定
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
施
設
」
に
改
め
、同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
ハ
の
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
つ
い
て
の
事
故
時
の
措
置
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に

係
る
緊
急
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
省
令
で
定
め
る
技
術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
す
る
燃
料
又
は
原
材
料
の
検
査

二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
施
設
の
点
検

三

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
又
は
排
出
水
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び
こ
れ
に

付
属
す
る
施
設
の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

四

排
出
ガ
ス
又
は
排
出
水
に
含
ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
量
の
測
定
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
記
録

五

測
定
機
器
の
点
検
及
び
補
修

六

特
定
施
設
に
つ
い
て
の
事
故
時
に
お
け
る
応
急
の
措
置
の
実
施

七

排
出
ガ
ス
又
は
排
出
水
に
係
る
緊
急
時
に
お
け
る
量
の
減
少
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
実
施

 


